
【様式第1（その5の1）　実施計画書（車両使用者）　記載内容】

① 補助対象車両使用者：補助対象車両の使用者名（事業者名）、リースの場合は貸渡し先名、個人事業者

　　　　の場合は氏名を記載（車検証の「使用者の氏名又は名称」となる名称）

② 住　所　　　　　　　　　：車両使用者の事業所の住所を都道府県名から記載

③ 資本金　（事業者の場合）：車両使用者（事業者）の資本金を記載、個人事業者の場合は空欄

④ 従業員数（事業者の場合）：車両使用者（事業者）の従業員数を記載、 個人事業者の場合は

　　　　　　　 代表者を含めない従業員数を記載（代表者のみの場合は０を記載）

⑤ 車両使用者の経営する事業：該当事業の番号を記載（１～１３、１４その他は「事業名」を記載）

⑥ 車両の用途：該当事業の番号を記載（１～９、１０その他は「用途」を記載）

〔ご参考〕

【個人事業者様（買取申請時）の補助金申請のご注意点】

①割賦（ローン）により購入した車両は補助対象外となりますのでご注意ください。

　（新規登録時に、販売店等の所有権付きの車両は補助対象外となります）

　（買取の場合は、所有者と使用者は同一事業者であること）

②補助金申請では、車両代金請求書、車両代金領収証が必要です、また車両を特定するため

　「登録番号」又は「車台番号」の記載（手書き可）が必要です。

③頭金等のお支払いが発生した時、何を元にお支払いが発生したかの証憑が必要となります。

　（車両代金請求書、車両領収証が必要なため）

　　例）自動車注文書等に後払明細等の箇所がある場合、支払い年月日、金額が明記され、

　　　　それに基づいてお支払いが発生しているなどの記載がある証憑。

　　　　（この場合、完了実績報告書提出時に自動車注文書等のご提示、頭金の領収証も

　　　　　ご提出が必要となります）

④車両代金請求書：「補助対象経費」が判別可能な請求書が必要

　補助対象経費とは「車両本体価格」＋「オプション（部品代）」の合計です、

　登録諸費用、陸送費、下取り、消費税等の諸税は含みません。

　（車両代金 ｘｘｘ円　登録諸費用等 ｘｘｘ円　合計 ｘｘｘ円 等の記載）

⑤原則、車両代金は現金（振込）となりますが、クレジットによるお支払いがある場合、

　販売店からクレジットが完済されているエビデンス（証憑）のご提出が必要です。


